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道
州
制
を
め
ぐ
る
状
況

二　

道
州
議
会

三　

道
州
知
事

四　

道
州
制
導
入
と
国
会

　

一　

道
州
制
を
め
ぐ
る
状
況

　

市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
、
現
行
法
の
切
れ
る
二
〇
〇
五
年
三
月
ま
で
に
は
、
三
千
を
超
え
る
市
町
村
数
が
少
な
く
と
も
二
千
程
度
に
な
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
中
国
地
方
で
は
お
お
よ
そ
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
、
市
町
村
数
は
三
〇
八
団
体
か
ら
一
〇
〇
団
体
へ
、
お
よ
そ
三
分
の
一
に

な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
�

　

市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
市
や
町
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
、
都
道
府
県
の
権
限
が
市
町
村
へ
委
譲
さ
れ
、
都
道
府
県
の
業
務
は
広
域

的
な
事
業
や
調
整
事
項
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
業
務
は
国
の
出
先
機
関
で
あ
る
地
方
支
分
局
の
業
務
と
重
複
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
都

道
府
県
制
度
の
見
直
し
や
地
方
支
分
局
と
の
統
合
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
道
州
制
の
導
入
論
が
出
て
く
る
理
由
の
一
つ

（
１
）
る
。
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も
あ
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都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
も
っ
と
も
道
州
制
の
実
現
に
近
い
の
が
北
海
道
で
あ
る
。
北
海
道
は
二
〇
〇
四
年
八
月
に
道
州
制
特
区
に
向
け
た

道
の
提
案
を
決
定
し
て
い
�

　

北
東
北
（
青
森
、
秋
田
、
岩
手
県
）
は
道
州
制
に
つ
い
て
二
〇
〇
三
年
八
月
に
具
体
的
な
提
言
を
し
て
い
�

　

中
国
地
方
で
は
岡
山
県
が
『
二
一
世
紀
の
地
方
分
権
は
道
州
制
で
』（
二
〇
〇
三
年
三
月
）
と
い
う
報
告
書
を
出
し
て
い
�

　

国
政
の
レ
ベ
ル
で
は
、
第
二
七
次
地
方
制
度
調
査
会
が
現
時
点
で
の
考
え
方
と
し
て
、
今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
な
答
申
（
骨
子
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
を
出
し
て
い
る
。

　
（
一
）
基
本
的
な
考
え
方

　

・　

現
行
憲
法
の
下
で
、
広
域
自
治
体
と
基
礎
自
治
体
の
二
層
制
を
前
提
と
し
て
構
築
。
道
ま
た
は
州
の
制
度
及
び
設
置
手
続
き
は
法
律
で

規
定
。

　

・　

現
在
の
都
道
府
県
を
廃
止
し
、
原
則
と
し
て
現
在
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
る
広
域
自
治
体
と
し
て
設
置
。

　

・　

道
州
制
の
導
入
に
伴
い
、
国
の
役
割
を
重
点
化
。
多
く
の
権
限
を
地
方
に
委
譲
。

　

・　

長
と
議
会
の
議
員
は
公
選
。

　
（
二
）
役
割
と
権
限

　

・　

道
州
は
、
基
礎
自
治
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
に
、
圏
域
全
体
の
視
野
に
立
っ
た
産
業
振
興
、
雇
用
、
国
土
保
全
、
広
域
防
災
、

環
境
保
全
、
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
分
野
を
担
当
。

　

・　

国
の
地
方
支
分
局
が
持
つ
権
限
は
、
例
外
的
な
も
の
を
除
き
、
道
州
に
移
管
。

（
２
）
る
。

（
３
）
る
。

（
４
）
る
。

（
５
）
る
。
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国
か
ら
道
州
、
道
州
か
ら
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
関
与
は
必
要
最
小
限
。

　

こ
れ
を
受
け
、
小
泉
首
相
は
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
（
二
〇
〇
四
年
三
月
に
設
置
）
に
「
道
州
制
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
諮
問
を
し
た
。

二
〇
〇
四
年
六
月
に
出
さ
れ
た
『
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
２
０
０
４
』
で
は
、
道
州
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。「
地
方
分
権
の
更
な
る
推
進
に
向
け
て
将
来
の
道
州
制
の
導
入
に
関
す
る
検
討
を
本
格
化
さ
せ
る
。
地
方
分
権
推
進
の
モ
デ
ル
的

な
取
り
組
み
と
し
て
い
わ
ゆ
る
『
道
州
制
特
区
』
に
つ
い
て
、
地
域
か
ら
の
提
案
を
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
の
趣
旨
を
生
か
す
推
進
体
制
を
整
え

る
。」

　

政
党
の
レ
ベ
ル
で
は
、
昨
年
二
〇
〇
三
年
に
実
施
さ
れ
た
衆
議
院
総
選
挙
に
お
い
て
自
民
党
は
道
州
制
の
導
入
と
二
〇
〇
四
年
度
に
道
州
制

特
区
の
創
設
、
民
主
党
も
道
州
制
の
実
現
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
政
権
公
約
）
に
入
れ
て
い

�
最
近
で
は
（
二
〇
〇
四
年
八
月
末
現
在
）、
自

民
党
の
道
州
制
推
進
議
員
連
盟
は
「
道
州
制
導
入
基
本
法
案
」
を
ま
と
め
た
り
、
全
国
知
事
会
は
道
州
研
究
会
を
た
ち
あ
げ
、
初
会
合
を
開
い

た
り
し
て
い
�

　

本
稿
は
、
道
州
制
が
導
入
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
州
議
会
選
挙
や
州
知
事
の
選
挙
制
度
が
適
切
か
、
中
国
五
県
を
モ
デ
ル
に
し
な

が
ら
、
提
言
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

提
言
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
に
中
国
五
県
の
県
議
会
議
員
及
び
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
広
島
市
議
会
議
員
を
対
象
と
し

て
行
っ
た
「
道
州
制
ア
ン
ケ
ー
ト
」
も
参
照
し
て
い
き
た
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
制
度
改
革
の
見
通
し
を
立
て
る
際
に
は
参
考
に
な
る
は
ず

�

（
６
）
る
。

（
７
）
る
。

（
８
）
だ
。
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道
州
議
会

（
一
）　

一
院
制

　

道
州
議
会
は
一
院
制
と
二
院
制
の
い
ず
れ
が
適
当
�

　

国
政
レ
ベ
ル
で
は
小
泉
首
相
の
私
的
懇
談
会
「
首
相
公
選
制
を
考
え
る
懇
談
会
」
か
ら
首
相
公
選
制
に
関
連
し
て
、
一
院
制
が
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
�
　

　

参
議
院
憲
法
調
査
会
に
お
い
て
も
一
院
制
の
是
非
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。

　

下
院
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
い
う
点
か
ら
二
院
制
の
方
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
政
党
化
さ
れ
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
第
二
院
が
期

待
さ
れ
て
い
る
役
割
を
果
た
せ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
反
論
も
あ
る
。
今
取
り
上
げ
て
い
る
問
題
点
は
国
政
レ
ベ
ル
の
指
摘
で
あ
る
が
、
国
政

レ
ベ
ル
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
二
院
制
は
同
じ
よ
う
な
問
題
点
を
持
つ
。

　

現
在
で
は
、
議
会
の
傍
聴
制
度
、
審
議
や
情
報
の
公
開
、
議
員
活
動
の
評
価
、
そ
し
て
議
会
や
行
政
の
監
査
制
度
の
改
革
を
し
た
方
が
よ

�

ま
た
全
く
第
二
院
が
第
一
院
と
異
な
っ
た
選
出
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
現
行
の
普
通
地
方
公

共
団
体
の
一
院
制
議
会
を
変
更
す
る
理
由
は
見
出
せ
な
い
。

（
二
）
議
員
数

　

二
〇
〇
四
年
三
月
現
在
、
表
２－

１
に
示
し
た
よ
う
に
、
中
国
地
方
の
県
議
会
議
員
は
二
五
六
名
い
る
。
こ
れ
は
現
員
数
で
あ
る
。
広
島
県

の
よ
う
に
七
二
名
か
ら
七
〇
名
に
議
員
定
数
を
条
例
に
よ
っ
て
減
員
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
お
お
よ
そ
人
口
一
〇
万
人
に
つ
き
一
名
と
し
て

（
９
）
か
。

（　

）
１０る
。

（　

）
１１い
。
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試
算
し
た
。
す
る
と
州
議
会
議
員
の
定
数
は
七
五
名
と
な
る
。

　

参
考
ま
で
に
言
え
ば
、
有
権
者
数
は
人
口
の
八
〇
％
程
度
で
あ
る
。

　

七
五
名
と
い
う
議
員
数
は
、
五
県
の
総
議
員
数
二
五
六
名
の
三
〇
％
に

あ
た
る
。

　

各
県
の
議
員
数
は
各
県
の
人
口
に
お
お
よ
そ
比
例
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
議
員
数
が
少
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
見
は
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

他
方
、
現
職
の
県
議
会
議
員
か
ら
す
る
と
、
表
２－

２
の
よ
う
に
、
七

五
名
と
い
う
議
員
数
で
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

議
員
数
が
少
な
い
と
、
人
口
の
少
な
い
鳥
取
県
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
員

が
少
な
く
な
る
。

　

委
員
会
活
動
や
州
民
の
代
表
の
面
で
も
問
題
が
出
て
く
る
。

　

議
員
数
は
州
の
権
限
の
大
き
さ
と
も
関
係
し
て
く
�

　

人
口
で
言
う
と
、
中
国
五
県
七
七
三
万
人
に
近
い
人
口
七
一
九
万
人
の
愛
知
県
県
議
会
議
員
数
は
一
〇
四
名

で
あ
り
、
中
国
州
議
会
議
員
数
は
こ
れ
よ
り
は
少
な
い
。
都
道
府
県
で
も
っ
と
も
多
い
定
数
は
東
京
都
で
、
二

〇
〇
三
年
一
一
月
二
八
日
現
在
、
一
二
七
名
で
あ
る
（
地
方
自
治
法
で
は
最
大
一
三
〇
名
で
あ
る
）。
し
た
が
っ

て
、
現
行
の
地
方
自
治
法
と
同
じ
よ
う
に
上
限
を
設
け
る
。

　

各
県
の
議
員
数
は
表
２－

１
の
通
り
と
す
る
。

（　

）
１２る
。

表２－１　中国地方の県議会議員数・人口・州議会議員数

選挙区数州議会議員数人　口（％）県議現員県名

１６名（８％）　６１．７万（８．０％）　３８名（１４．８％）鳥取

１　８　（１０．７）　７６．２　（９．９）　３９　（１５．２）　島根

２１９　（２５．３）１９５．７　（２５．３）　５６　（２１．９）　岡山

３２５　（３６）　２８７．２　（３７．１）　７０　（２７．３）　広島

２１５　（２０）　１５２．８　（１９．８）　５３　（２０．７）　山口

９７５　　　　　７７３．６　　　　　２５６　　　　　総計

表２－２　議　員　数

比　率定　員　数
　８．５％５０名まで
４２．６　１００名まで
２２．３　１５０名まで
　７．４　２００名まで
　１．１　２５０名まで
　２．１　その他
　７．４　よくわからない
　８．５　無回答

１）「中国５県県議・広島市の道州制観」８４ページ。
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（
二
）
選
挙
制
度

　

道
州
議
員
議
員
の
選
挙
制
度
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
適
当
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
中
国
地
方
の
県
議
会
議
員
の
定
数
を
み
て
お
き
た
い
。

表
２－

３
に
示
し
た
よ
う
に
、
も
っ
と
も
一
つ
の
選
挙
区
で
定
数
が
大
き
い
の
が
岡

山
県
の
倉
敷
市
都
窪
郡
の

選
挙
区
で
、
一
二
名
で
あ

る
。
一
人
区
が
な
い
県

（
鳥
取
県
）
も
あ
る
が
、

定
数
一
名
の
選
挙
区
が
約

二
分
の
一
、
二
人
区
が
二

五
％
を
占
め
て
い
る
。
例

え
ば
、
岡
山
県
で
は
小
選

挙
区
が
一
七
選
挙
区
あ
り
、

一
二
人
区
も
あ
る
と
い
っ

た
具
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

県
議
会
の
選
挙
は
一
つ
の

県
議
会
で
あ
る
の
に
、
小

表２－３　中国地方県議会の選挙区

比　率総　計山口県広島県岡山県島根県鳥取県　
　５０．５％　５６１０１７１７１２１人区
　２５．２　　２８　６　６　５　７　４　２
　８．１　　９　５　１　３　３
　８．１　　９　４　３　１　１　４
　０．９　　１　１　５
　１．８　　２　１　１　６
　０．９　　１　１　７
　０．９　　１　１　８
　２．７　　３　１　１　１　９
　０．９　　１　１１１
　０．９　　１　１１２
１００％　１１１２２３３２４２２１０小計

１）中国５県の県議会のホームページから作成した。ＨＰ参照日は２００４年８
月２２日。

表２－４　各県の選挙区数と県議数・州議員数

各　県　の
州議員数

県議会
選挙区

衆 議 院旧衆議院
中選挙区

県名
比 例 区小選挙区

　６名　１０区

中国　　

ブロック

　２区全県区４名鳥取
　８　　２２　　２　全県区５名島根

１９　　２４　　５　
　　２区
１区５名
２区５名

岡山

２７　　３３　　７　

　　３区
１区４名
２区５名
３区５名

広島

１５　　２２　　４　
　　２区
１区４名
２区５名

山口

７５名１１１区１１２０　　　９区
総計

３１名４２名
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六
五

選
挙
区
と
大
選
挙
区
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
�

　

国
政
レ
ベ
ル
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
議
会
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
制
度
が
よ

い
の
か
と
い
う
議
論
や
見
直
し
の
声
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
れ
な
い
。
州
議
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
各
種
の
制
度
が
混
在
し
た
選
挙
制
度
を

整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
州
議
会
は
新
し
い
制
度
だ
か
ら
、
理
想
と
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
を
用
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
�

　

選
挙
制
度
は
非
拘
束
式
比
例
代
表
制
と
す
る
。
主
な
理
由
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

�
国
民
の
意
思
を
で
き
る
限
り
議
席
に
反
映
さ
せ
る
。

　

�
政
党
で
も
人
で
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

＜

州
議
会
の
選
挙
制
度
の
概
要＞

　

　

�
選
挙
区
は
現
在
の
都
道
府
県
を
一
つ
の
単
位
と
す
る
が
、
人
口
百
万
人
を
超
え
る
選
挙
区
は
分
割
す
る
。
中
国
州
の
選
挙
区
数
は
表
２－

１
の
よ
う
に
な
る
。

　

�
中
国
州
議
会
の
総
議
席
数
は
七
五
と
す
る
。

　

�
政
党
は
順
位
を
決
め
ず
に
選
挙
区
ご
と
に
名
簿
を
作
成
す
る
（
非
拘
束
名
簿
式
）。
選
挙
区
に
登
載
で
き
る
候
補
者
数
は
選
挙
区
の
定
数

を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
簿
は
複
数
の
政
党
が
連
合
し
て
作
成
し
て
も
よ
い
。
名
簿
に
は
無
所
属
で
も
立
候
補
で
き
る
も
の
と
し
、
候

補
者
は
一
人
で
一
つ
の
名
簿
を
作
成
で
き
る
。

　

�
有
権
者
は
名
簿
か
ら
一
名
の
候
補
者
か
政
党
名
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
。

（　

）
１３る
。

（　

）
１４か
。
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�
各
候
補
者
へ
の
投
票
は
各
政
党
へ
の
投
票
と
み
な
し
、
名

簿
別
に
州
全
体
で
集
計
す
る
。

　

�
各
政
党
へ
の
議
席
の
配
分
は
ド
ン
ト
式
に
よ
っ
て
行
う
。

各
党
が
獲
得
し
た
議
席
は
、
選
挙
区
ご
と
に
ド
ン
ト
式
に
よ
っ

て
再
配
分
す
る
。

　

�
候
補
者
個
人
の
得
票
数
の
多
い
順
に
各
党
の
当
選
者
を
決

め
る
。

　

こ
の
非
拘
束
式
比
例
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
、
地

方
自
治
体
の
選
挙
で
は
比
例
代
表
制
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、

抵
抗
感
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

道
州
制
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
表
２－

５
の
よ
う
に
、
中
選
挙

区
制
を
支
持
す
る
意
見
が
約
六
〇
％
を
占
め
る
。「
小
選
挙
区

と
比
例
代
表
制
の
組
み
合
わ
せ
」
に
つ
い
て
は
一
六
％
の
議
員

が
支
持
し
て
い
る
。
比
例
制
を
主
軸
に
す
る
の
は
県
議
会
議
員

の
賛
成
は
少
な
い
だ
ろ
う
が
、
衆
議
院
で
用
い
ら
れ
た
中
選
挙

区
程
度
の
選
挙
区
を
使
う
の
に
は
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

表２－５　選挙制度

比　率選 挙 制 度
１２．８％小選挙区制
５９．６　中選挙区制
１６．０　小選挙区と比例代表制の組合せ
　４．３　その他
　７．４　無回答

１）「中国５県県議・広島市の道州制観」８５ペー
ジ。

表２－６　中国５県県議会における会派構成

山 口 県広 島 県岡 山 県島 根 県鳥 取 県

自由民主党
自由民主党広島県議
会議員会

自由民主党岡山県議
団

自民党議員連盟鳥取県議会自由民主党

民主・連合の会
自由民主党広島県議
会刷新会

民主・県民クラブ県政クラブ鳥取県議会会派「信」

公明党広島県議会県民連合公明党岡山県議団せいふう会鳥取県議会住民連合

新政クラブ
広島県議会公明党・
県民会議

日本共産党岡山県議
会議員団

無所属
公明党鳥取県議会議員
団

日本共産党
自由民主党広島県議
会良政議員会

無所属鳥取県議会社会民主党

社会民主党県民同士会鳥取県議会えがりて

みどりのクラブ日本共産党鳥取県議会きずな

１）中国５県の県議会のホームページから作成した。ＨＰ参照日は２００４年８月２２日。
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州
議
会
議
員
選
挙
と
衆
議
員
選
挙
の
選
挙
区
が
全
く
一
致
し
た
場
合
に
は
選
挙
が
連
動
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
州
議
会
が
国
会
議
員
へ
の
登
竜
門
に
な
る
可
能
性
が
ま
す
ま
す
高
く
な
る
の
で
避

け
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
、
地
方
議
会
に
お
け
る
政
党
化
の
問
題
で
あ
る
。
非
拘
束
式
比
例
代
表
併
用
制
を
採
用
す

る
と
す
れ
ば
、
政
党
が
選
挙
の
中
心
に
な
る
。
こ
の
点
、
完
全
に
政
党
化
さ
れ
て
い
な
い
県
議
会
の
現

状
と
は
異
な
る
。
中
国
五
県
を
見
る
と
、
表
２－

６
の
よ
う
に
、
県
議
会
の
会
派
が
国
政
レ
ベ
ル
の
政

党
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
は
岡
山
県
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
州
制
に
な
っ
た
場
合
、
現
在

よ
り
も
よ
り
広
域
的
な
政
治
行
政
を
行
う
必
要
性
が
出
て
く
る
の
だ
か
ら
、
広
島
県
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
議
会
に
お
け
る
主
導
権
争
い
を
基
軸
に
し
た
会
派
構
成
は
不
適
当
で
あ
る
。
よ
り
政
策
を
中
心
と
し

た
会
派
形
成
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
も
比
例
代
表
制
の
導
入
は
意
義
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
無
所
属
か
ら
で
も
立
候
補
で
き
た
方
が
よ
い
の
で
政
党
で
も
人
で
も
投
票
で
き
、
一
人
で

も
名
簿
を
作
成
で
き
る
と
し
た
。

　

道
州
制
の
導
入
に
伴
い
、
あ
わ
せ
て
次
の
制
度
も
導
入
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。

　
　

�
予
備
選
挙
を
実
施
す
�

　
　

�
政
党
助
成
制
度
を
導
入
す
る
。

　

参
考
ま
で
に
中
国
地
方
の
政
党
別
議
員
数
を
示
す
と
、
表
２－

７
の
よ
う
に
な
る
。

（　

）
１５る
。

表２－７　政党別議員数（衆議院・参議院）

参　議　院衆　議　院
県　名

民主党自民党無所属公明党民主党自民党

２名１名１名鳥　取

２　２　島　根

１名１　５　岡　山

１　３　１名６　広　島

１　１　１　３　山　口

２名４　５　比例区

３（２５）９（７５）１（３．２）２（６．５）６（１９．４）２２（７１％）総　計
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道
州
知
事

　

県
知
事
選
挙
は
、
現
在
、
周
知
の
よ
う
に
、
全
県
一
区
で
行
わ
れ
て
い
る
。
州
知
事
選
挙
も
県
知
事
選
挙
と
同
じ
よ
う
に
、
道
州
を
一
つ
の

選
挙
区
と
し
て
選
挙
を
実
施
す
る
。　

　

府
県
存
置
の
場
合
で
あ
る
が
、
議
院
内
閣
制
を
主
張
す
る
案
も
あ
る
。

「
道
州
議
員
や
長
や
公
選
す
る
場
合
、
通
常
提
案
さ
れ
て
い
る
道
州
は
全
国
を
七
な
い
し
九
程
度
の
地
域
に
分
割
す
る
案
で
あ
る
の
で
、
そ
の

よ
う
な
広
域
で
実
効
性
の
あ
る
選
挙
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
（
特
に
長
に
つ
い
て
）
あ
り
う
�

　
『
日
本
再
編
計
画
』
は
議
院
内
閣
制
の
変
型
を
提
案
し
て
い
る
。
全
国
を
二
五
七
府
（
市
町
村
に
該
当
）
に
分
け
、
こ
の
府
に
府
議
会
と
府

知
事
を
置
く
。
い
ず
れ
も
府
民
に
よ
る
直
接
選
挙
で
あ
る
。「
住
民
生
活
の
基
本
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
府
が
中
心
」
と
し
た
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
州
は
あ
ま
り
強
い
権
限
を
持
た
せ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
州
議
会
議
員
は
州
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。「
州
知
事
は
府
知
事
会
議
で
指
名
さ
れ
、
州
議
会
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
る
。」
州
知
事
が
直
接
に
選
ば
れ
る
と
、
州
知
事
の
権
限
が
強
く
な
り
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
府
の
自
主
性
の
尊
重
が
目
的
に
な
っ

て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
州
知
事
は
ど
の
よ
う
に
選
ぶ
の
か
。
州
知
事
は
府
知
事
会
議
で
指
名
さ
れ
、
州
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
。
州
知
事
は
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
州
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
行
政
各
部
局
長
を
任
命
し
、
州
議
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
会
は
財
政
上
の
権
限
も
持
っ

て
い
る
。
州
議
会
議
員
の
三
分
の
二
の
賛
成
に
よ
っ
て
州
知
事
は
解
任
で
き
る
。

　

日
本
再
編
計
画
は
市
町
村
を
二
五
七
に
再
編
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
制
度
設
計
を
し
て
い
る
。
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
も
、
二
千
程
度

（　

）
１６る
」
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の
市
町
村
数
で
は
こ
の
よ
う
な
制
度
を
こ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
近
年
、
首
長
（
県
知
事
・

市
長
）
と
議
会
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
長
野
県
民
に
よ
っ
て
強
く
支
持
さ
れ
た
田
中
長
野
県
知
事
と

長
野
県
議
会
の
対
立
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。
首
長
が
直
接
選
ば
れ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
と
同
時
に
首

長
と
議
会
が
対
立
し
て
先
に
進
ま
な
い
例
も
あ
る
。

　

州
知
事
を
議
会
か
ら
間
接
的
に
選
ぶ
よ
り
も
、
州
民
が
州
知
事
を
直
接
に
選
ぶ
方
が
州
民
の
参
加
意
識
も

高
ま
り
、
そ
の
意
志
も
反
映
さ
れ
や
す
い
。

　
「
道
州
制
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
よ
れ
ば
、
表
３－

１
の
よ
う
に
、
州
知
事
は
直
接
選
ぶ
と
い
う
項
目
を
選
ん
だ

議
員
は
四
分
の
三
に
の
ぼ
る
。
こ
の
点
で
は
州
知
事
公
選
制
は
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
。

　

現
行
の
知
事
と
県
議
の
選
出
方
法
及
び
現
行
の
地
方
自
治
法
一
七
八
条
と
同
種
の
「
議
会
不
信
任
と
長
の

措
置
」
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
長
の
不
新
任
案
の
成
立
要
件
が
厳
し
い
こ
と
を
考
慮
し
、
知
事
の
不
信
任
の
成
立
要
件
を
四
分
の
三
か
ら
三
分

の
二
に
緩
和
し
て
は
ど
う
か
。

ま
た
、
現
行
の
強
い
中
央
集
権
的
な
体
制
を
考
え
る
と
、
日
本
再
編
計
画
が
前
提
と
し
て
い
る
弱
い
州
よ
り
も
あ
る
程
度
の
権
限
を
持
っ
た
強

い
州
を
置
く
方
が
よ
い
。

　

＜

州
知
事
選
挙
・
州
議
会
・
州
民＞

　

�
州
知
事
は
直
接
選
挙
と
す
る
。

　

�
選
挙
区
は
中
国
州
の
一
つ
と
す
る
。

表３－１　州知事の選挙方法

比　率方　　　　法
７３．４％直接選挙
１６．０　州議会から選ぶ
　１．１　その他
　２．１　よくわからない
　７．４　無回答

１）「中国５県県議・広島市の道州制観」
８６ページ。
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�
州
知
事
の
不
信
任
、
議
会
の
解
散
制
度
を
導
入
す
る
。

　

�
州
民
の
意
志
を
聞
く
た
め
に
州
民
投
票
制
度
を
導
入
す
る
。

四　

道
州
制
導
入
と
国
会

　

道
州
制
が
実
施
さ
れ
、
道
州
議
会
が
置
か
れ
る
と
、
現
在
の
衆
議
院
と
参
議
院
の
議
会
制
度
及

び
選
挙
制
度
の
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
国
と
州
と
市
町
村
の
権
限
が
再
配
分
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

国
は
国
防
、
外
交
、
年
金
、
保
険
、
司
法
、
治
安
維
持
な
ど
の
国
の
基
本
に
か
か
わ
る
統
一
的
な

政
策
、
国
民
全
体
の
利
益
に
か
か
わ
る
分
野
に
限
ら
れ
、
州
は
広
域
に
及
ぶ
行
政
と
市
間
の
調
整

を
、
市
町
村
は
身
近
な
生
活
に
関
連
す
る
行
政
の
施
策
の
執
行
を
役
割
と
す
る
。

　

現
在
の
衆
議
院
と
参
議
院
の
選
挙
制
度
は
表
４
―
１
の
通
り
で
あ
る
。

　

衆
議
院
議
員
の
選
挙
制
度
は
、
一
九
九
四
年
三
月
、
政
治
改
革
四
法
案
の
成
立
に
よ
っ
て
、
小

選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
。
表
４－

１
の
よ
う
に
、
新
し
い
議
院
の
選
出
方
法
は

衆
議
院
が
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
重
複
立
候
補
を
認
め
、
参
議
院
は
非
拘
束
名
簿
式
と
は
言
え
、

衆
議
院
と
参
議
院
は
同
じ
比
例
代
表
制
を
導
入
し
て
い
る
。

　

衆
議
院
の
比
例
代
表
並
立
制
で
は
、
政
党
は
あ
ら
か
じ
め
順
位
を
つ
け
た
候
補
者
名
簿
を
提
出

し
、
有
権
者
は
政
党
名
で
投
票
す
る
。
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
際
に
は
、
小
選
挙
区
と
の
重
複

表４－１　衆議院と参議院の選挙制度

参 議 院衆 議 院

２から８名の選出
（都道府県単位）

１４９議席（６０．３％）

選挙区選出１名の選出
（都道府県単位で見ると２
から２５議席）
３００議席（６２．５％）

小選挙区選出

全国

９８議席（３９．７％）
政党単位で議席の配分

比例代表選出
非拘束名簿式

１１ブロック
（８から２９議席）
１８０議席（３７．５％）
政党単位で議席の配分

比例代表選出
並立制

２４７議席総議席数４８０議席総議席
２４７／７２７（３４％）４８０／７２７（６６％）国会総議席

（　）内の比率は総議席数に占める各選挙方法の割合である。
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立
候
補
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
政
党
別
に
集
計
さ
れ
た
得
票
数
は
順
位
を
つ
け
ら
れ
た
順
に
政
党
ご
と
に
当
選
者
が
決
定
さ

れ
る
。
同
じ
順
位
の
候
補
者
は
小
選
挙
区
で
の
惜
敗
率
に
よ
っ
て
当
選
者
は
決
定
さ
れ
る
。

　

参
議
院
で
は
、
有
権
者
は
候
補
者
名
あ
る
い
は
政
党
名
を
書
く
。
得
票
数
は
政
党
別
に
集
計
さ
れ
、
各
政
党
へ
の
議
席
数
が
決
め
ら
れ
る
。

当
選
者
は
個
人
名
で
の
得
票
多
い
順
で
決
定
さ
れ
る
。

　

選
挙
区
の
区
域
で
見
る
と
、
衆
議
院
の
選
挙
区
は
、
全
国
三
百
の
小
選
挙
区
と
一
一
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
は

北
海
道
（
八
議
席
）、
東
北
（
一
四
）、
北
関
東
（
二
〇
）、
南
関
東
（
二
二
）、
東
京
（
一
七
）、
北
陸
信
越
（
一
一
）、
東
海
（
二
一
）、
近
畿

（
二
九
）、
中
国
（
一
一
）、
四
国
（
六
）、
九
州
（
二
一
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
参
議
院
は
全
国
一
つ
の
選
挙
区
で
あ
る
。　

　

現
在
で
も
、
選
挙
方
法
と
選
挙
区
が
衆
議
院
と
参
議
院
で
全
て
同
じ
で
な
い
と
言
え
、
両
院
と
も
比
例
代
表
制
を
取
り
、
政
党
単
位
の
議
席

の
配
分
を
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
二
院
制
を
置
い
て
い
る
意
味
が
半
減
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
衆
参
の
選
挙
制
度
は
、
道
州
議
会
が
で
き
る
と
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
衆
議
院
議
員
選
挙
（
比
例
代
表
選
出
）
と
道
州
議
会
の
選
挙
区
の
重
複
で
あ
る
。
現
在
、
衆
議
院
で
は
全
国
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら

れ
た
比
例
代
表
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
道
州
制
議
会
が
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
設
置
さ
れ
る
と
、
衆
議
院
の
比
例
区
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う

議
論
が
出
て
く
る
は
ず
だ
。

　

次
に
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
区
選
挙
は
都
道
府
県
を
単
位
と
し
て
い
る
。
都
道
府
県
が
な
く
な
っ
た
時
に
は
、
こ
の
選
挙
区
選
挙
を
ど
う
す

る
の
か
と
い
う
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

こ
の
二
つ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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衆
議
院
と
参
議
院
の
選
挙
制
度＞

　

�
衆
議
院
は
小
選
挙
区
選
出
と
比
例
代
表
選
出
（
各
道
州
区
選
出
）
の
二
選
挙
区
と
し
、
参
議
院
を
廃
止
し
て
一
院
制
に
す
�

　

�
衆
議
院
は
小
選
挙
区
選
出
と
比
例
代
表
選
出
（
各
道
州
区
選
出
）
の
二
選
挙
区
と
し
、
参
議
院
を
比
例
代
表
選
出
（
全
国
）
の
み
と
す
る
。

　

�
衆
議
院
は
小
選
挙
区
選
出
と
比
例
代
表
選
出
（
各
道
州
区
選
出
）
の
二
選
挙
区
と
し
、
参
議
院
は
各
道
州
区
選
出
と
比
例
代
表
選
出
（
全

国
）
と
す
る
。

　

�
衆
議
院
は
小
選
挙
区
の
み
と
し
、
参
議
院
を
比
例
代
表
選
出
（
全
国
）
の
み
と
す
る
。

　

�
参
議
院
は
ド
イ
ツ
の
連
邦
参
議
院
の
よ
う
に
道
州
の
代
表
を
出
す
制
度
に
し
て
、
衆
議
院
は
小
選
挙
区
選
出
か
比
例
代
表
選
出
の
い
ず
れ

か
に
す
る
。

　

中
国
五
県
議
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
衆
議
院
と
関
連
さ
せ
て
意
見
を
聞
い
て
い
な
い
が
、
表

４－

２
の
よ
う
に
、
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
意
見
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
各
州
の
規
模
に
応
じ

た
第
二
院
を
支
持
す
る
意
見
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
に
参
議
院
の
廃
止
が
つ
づ
い
て
い
る
。

　

現
行
の
延
長
線
上
で
は
選
択
肢
�
に
な
る
。

も
う
少
し
整
理
し
よ
う
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
な
ら
ば
、
�
に
な
る
。

地
方
分
権
を
徹
底
化
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
�
と
い
う
の
も
一
つ
の
案
で
あ
る
。

　

�
の
衆
議
院
が
小
選
挙
区
選
出
だ
け
に
な
る
の
は
多
様
化
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
問
題
点
も
多

く
、
政
党
間
で
の
合
意
も
困
難
だ
ろ
う
。

（　

）
１７る
。

表４－２　道州制導入後の参議院

比　率導入後の参議院
２７．７％参議院の廃止
１０．６比例代表制のみにする
　５．３各州２名の議員による構成
３０．９各州の規模に応じた第２院
　４．３現状のままでよい
　４．３その他
　７．４よくわからない
　９．６無回答

１）「中国５県県議・広島市の道州制観」８７
ページ。
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�
の
一
院
制
と
い
う
の
も
�
と
同
じ
よ
う
に
反
対
の
多
い
案
だ
ろ
う
が
、
国
の
仕
事
の
範
囲
が
狭
く
な
る
の
だ
か
ら
、
道
州
制
と
同
時
に
国

会
を
ス
リ
ム
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ど
の
選
択
肢
を
選
ぶ
に
し
て
も
、
議
会
制
度
・
選
挙
制
度
の
大
き
な
変
革
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　

参
議
院
の
議
会
制
度
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
道
州
制
の
導
入
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
道
州
制
の
導
入
に
際

し
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
大
き
な
制
度
改
革
も
展
望
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）　
『
広
島
県
分
権
改
革
推
進
審
議
会
中
間
報
告
（
案
）』
広
島
県
分
権
改
革
推
進
審
議
会
、
平
成
一
六
年
八
月
一
〇
日
、
一
ペ
ー
ジ
。

（
２
）　

山
口
県
総
合
政
策
局
長
（
二
〇
〇
四
年
八
月
一
二
日
）、
島
根
県
総
務
部
政
策
企
画
監
室
原
企
画
監
（
二
〇
〇
四
年
七
月
一
日
）
に
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ア

リ
ン
グ
し
た
。
山
口
県
『
山
口
県
の
行
政
改
革
―
県
民
主
役
の
元
気
な
県
政
へ
の
主
役
づ
く
り
』
平
成
一
六
年
度
版
、
七
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
３
）　

北
海
道
『
道
州
制
特
区
に
向
け
た
提
案
（
第
一
回
）
の
具
体
化
に
つ
い
て
』
平
成
一
六
年
八
月
。
北
海
道
の
道
州
制
特
区
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
に

北
海
道
高
橋
る
み
知
事
と
会
談
し
た
小
泉
首
相
が
自
民
党
に
道
州
制
の
検
討
を
指
示
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
道
州
制
に

戸
惑
い
・
抵
抗
」
朝
日
新
聞
（
夕
刊
）、
二
〇
〇
四
年
二
月
二
三
日
を
参
照
。

（
４
）　
『
北
東
北
広
域
政
策
研
究
会
報
告
書
―
地
域
主
権
の
実
現
に
向
け
て
』
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
。
中
間
報
告
書
は
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
に
発

行
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

岡
山
県
『
二
一
世
紀
の
地
方
自
治
を
考
え
る
懇
談
会　

報
告
書
』
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
。

（
６
）　
「『
地
方
再
生
』
論
議
ど
こ
ま
で
」
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
七
日
。

（
７
）　
「
国
の
権
限
・
財
源
を
大
幅
委
譲
・
自
民
が
道
州
制
基
本
法
案
」（
二
〇
〇
四
年
八
月
二
二
日
）、「
全
国
知
事
会　

道
州
制
研
究
会
の
初
会
合
」（
同

八
月
二
七
日
）。
Ｎ
Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｅ
Ｉ　

Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
九
月
一
〇
日
に
参
照
。

（
８
）　

中
国
五
県
の
県
議
会
議
員
は
二
五
六
名
と
広
島
市
の
市
議
会
議
員
は
六
〇
名
、
総
計
三
一
六
名
に
な
る
。
こ
の
議
員
を
対
象
に
し
て
、
二
〇
〇
四
年

年
六
月
二
五
日
を
締
め
切
り
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
主
体
は
筆
者
と
社
団
法
人
・
中
国
地
方
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
回
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答
議
員
数
は
、
三
一
六
名
中
九
四
名
、
二
九
・
七
％
で
あ
っ
た
。
回
答
議
員
数
は
当
初
に
予
測
し
た
と
お
り
、
よ
い
結
果
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
議

員
の
道
州
制
に
つ
い
て
の
意
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
詳
し
く
は
市
川
太
一
「
中
国
五
県
県
議
・
広
島
市
議
の
道
州
制
観
」『
広
域
的
な
地
方
自
治

の
あ
り
方
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
社
団
法
人
中
国
地
方
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
七
月
を
見
て
欲
し
い
。

（
９
）　

連
邦
制
を
め
ざ
し
た
案
で
あ
る
が
、
二
院
制
を
と
る
か
ど
う
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
自
由
意
志
と
し
て
い
る
の
が
、
恒
松
制
治
編
著
『
連
邦
制
の
す

す
め
』
学
陽
書
房
、
一
九
九
三
年
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
一
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（　

）　

大
石
真
、
久
保
文
明
、
佐
々
木
毅
、
山
口
二
郎
『
首
相
公
選
制
を
考
え
る
ー
そ
の
可
能
性
と
問
題
点
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
。

１０
（　

）　

国
政
レ
ベ
ル
の
問
題
点
の
指
摘
は
地
方
議
会
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
大
山
礼
子
『
比
較
議
会
政
治
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
三

１１
ペ
ー
ジ
参
照
。

（　

）　

自
治
の
主
体
は
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
が
も
ち
、
連
邦
制
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
州
は
大
き
な
権
限
を
持
た
な
い
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

１２
読
売
新
聞
社
編
『　

世
紀
へ
の
構
想
―
国
の
シ
ス
テ
ム
と
自
治
の
再
構
築
を
め
ざ
し
て
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
ほ

２１

し
い
。

（　

）　

加
藤
も
地
方
議
会
選
挙
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
加
藤
秀
二
郎
『
日
本
の
選
挙　
何
を
変
え
れ
ば
政
治
が
変
る
の
か
』
中

１３
央
公
論
新
社
、
一
二
五
―
一
二
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（　

）　

小
林
良
彰
『
選
挙
制
度
―
民
主
主
義
再
生
の
た
め
に
』
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
四
年
、
一
四
五
―
一
四
六
ペ
ー
ジ
及
び
西
平
重
喜
『
比
例
代

１４
表
制
―
国
際
比
較
に
基
づ
く
提
案
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
ー
一
七
四
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
案
を
作
成
し
た
。

（　

）　

ア
メ
リ
カ
の
予
備
選
挙
に
つ
い
て
は
吉
野
孝
「
ア
メ
リ
カ
―
有
権
者
参
加
型
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
」（
吉
野
孝
・
今
村
浩
・
谷
藤
悦
史
編
『
誰
が
政

１５
治
家
に
な
る
の
か
―
候
補
者
の
国
際
比
較
』
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（　

）　

斉
藤
精
一
郎
責
任
監
修
『
日
本
再
編
計
画� �
無
税
国
家
へ
の
道
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

１６
（　

）　

二
〇
〇
二
年
八
月
に
出
さ
れ
た
報
告
書
で
は
、「
蠢　

国
民
が
首
相
指
名
選
挙
を
直
接
行
う
案
、
蠡　

議
員
内
閣
制
を
前
提
と
し
た
首
相
統
治
体
制

１７
案
、
蠱　

現
行
憲
法
の
枠
内
に
お
け
る
改
革
案
」
の
三
案
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
蠢
案
と
蠡
案
は
一
院
制
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
少
し
長

く
な
る
が
、
原
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
蠢
案
に
は
、「
国
民
が
直
接
選
出
さ
れ
る
政
治
部
門
が
首
相
・
衆
議
院
・
参
議
院
の
三
つ
と
な
る
こ
と

か
ら
招
来
さ
れ
る
複
雑
性
も
考
慮
し
て
、
衆
議
院
と
参
議
院
を
廃
止
し
、
新
た
な
一
院
制
の
国
会
を
創
設
す
る
案
も
検
討
に
値
す
る
」
と
書
か
れ
て
い



道
州
議
会
・
道
州
知
事
と
国
会
の
選
挙
制
度
（
市
川
）�

三
一
五
（　
　
　

）

七
五

る
。
蠡
案
は
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
を
目
的
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
国
会
を
よ
り
一
層
一
院
制
的
な
も
の
に
再
編
成
し
て
、
衆
議
院
議
員

総
選
挙
を
首
相
の
地
位
の
民
主
的
正
統
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
総
選
挙
か
ら
次
の
総
選
挙
ま
で
の
期
間
を
『
分
割
政
府
』
の
お
そ
れ
の
な
い
、
安
定

し
た
『
立
法
期
』
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
に
お
け
る
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
強
化
又
は
そ
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
『
首
相
公
選
制
を
考
え
る
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
。
ま
た
、
二
院
制
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
岩
崎
は
「
日
本

の
よ
う
な
単
一
国
家
の
場
合
、
二
院
制
は
貴
族
院
型
あ
る
い
は
任
命
型
の
第
二
院
に
起
源
を
持
つ
も
の
な
の
で
、
現
代
社
会
に
お
け
る
第
二
院
の
存
在

意
義
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
」（
岩
崎
美
紀
子
『
国
会
入
門
』
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
一
六
四
―
一
六
五
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て

い
る
。
岩
崎
は
「
連
邦
国
家
が
必
ず
二
院
制
を
と
る
が
、
単
一
国
家
で
は
一
院
制
か
二
院
制
を
選
択
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
岩
崎
美
紀
子
『
分

権
と
連
邦
制
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
年
、
四
三
八
ペ
ー
ジ
）。　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
〇
〇
四
年
九
月
一
〇
日
稿
）

〔
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
行
政
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
な
ど
に
つ
い
て
中
国
経
済
連
合
会
の
原
田
貴
由
紀
さ
ん
に
日
程
を
調
整
し
て
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
し
た
い
。〕


